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はじめに 

特定行為研修が制度化され７年経過した。複数の特定行為研修修了看護師（以下修了看護師

とする）を組織内に配置し活用している医療施設が増加しつつある一方、修了看護師の活動を期

待しつつも育成配置に困難を抱える組織もある。また修了看護師は１名確保しているものの、そ

れ以上人数が増えないため、修了看護師が期待通りに能力発揮できない環境に置かれている組

織がある。今後修了看護師数は急激に増加することが見込まれるため、組織的に配置・活用する

ための方策を共有することが必要である。 

以上の背景から、修了看護師の導入、普及に課題を感じる組織の管理者、医師、修了看護師

に向けて、修了看護師の複数配置・活用を実現するための効果的効率的な方策を「特定行為研

修修了看護師の組織的配置・活用ガイド」としてまとめた。 

本ガイドは、第１章「総論」、第２章「第一の障壁を乗り超えるために」、第３章「第二の障壁を乗

り超えるために」、第４章「Tool Kits」から構成される。第１章では修了看護師を活用するために

必要な制度理解のための情報、修了看護師の配置・活用の分類、配置・活用の発展のプロセスに

ついて説明する。第２章では修了看護師未導入の組織がどうすれば効果的効率的に修了看護師

を育成配置できるかということに焦点を当てて、行動レベルで解説した。第３章では修了看護師を

部署もしくは組織に一人配置したがそれ以上増員できない組織が、何をすれば修了看護師の活

動を普及できるかということに焦点を当てて、行動レベルで解説した。第４章は組織的に修了看

護師を配置・活用する際に使用するアクションリスト、周知媒体などのテンプレート案を掲載した。 

これから修了看護師を導入したい、もしくは導入を試みたが定着しないという組織は第２章を

参考にしていただきたい。また一人目の修了看護師は誕生したが複数配置に至らず、教育コスト

がかさむ、などの困難を抱えている組織は第３章を参考にしていただきたい。そして組織の自己

評価のための第４章のアクションリストを必要に応じて活用していただきたい。さらに特定行為研

修制度や修了看護師について組織的な理解が進んでいないという課題がある場合、第４章の周

知媒体のテンプレートを参考にしていただきたい。 

本ガイドは、令和２年度から３年度厚生労働行政推進調査事業費補助金「特定行為研修修了

者の複数配置に関する実態把握及び有効活用に影響する要因の調査」への助成により作成され

た。本ガイドの内容は本研究班の２年間の調査・研究の成果をもとに作成されている。さらに詳し

い調査結果については、本研究班の最終報告書などを参照していただきたい。 

本活用ガイドは①組織管理チーム、医師、修了看護師、修了看護師の同僚など多様な立場の

方々が修了看護師の複数配置・活用を目指して何をしたらよいか一緒に検討し着地点を見出

す。②それぞれの立場の方々が、修了看護師の導入・普及の自己評価を行い次の改善策を検討

する、などのように使用されることを想定している。 

組織管理チーム（以下管理チーム）は、病院長、看護部長、事務長などを含む組織の意思決定

にかかわるトップマネジメントを行う立場の方々と、師長、医長など部署や部門を管理するミドル

マネジメントを行う立場の方々から構成される。修了看護師に関わる医師には、特定行為研修を

実施する立場の医師、部署で修了看護師を指導する立場の医師、同僚としての医師が含まれる

が、医師の専門性や立場による表記上の区別はしていない。 

患者利用者、国民に対して組織としてより良い医療提供をおこなうために、また特定行為研修

修了看護師の活動を説明するために、そして修了看護師に孤立した活動をさせないために、組織

的に修了看護師の導入、複数配置・活用普及に取り組む際の参考として本ガイドが機能すること

を、研究班一同期待する。 

  



 

2 

 

第１章 総論 

1. 特定行為研修修了看護師活用のための制度理解 
 複数の修了看護師を配置・活用するためには、保健師助産師看護師法および特定行為研修制

度について理解することが必要となる。この章では、特定行為研修制度、看護師の診療の補助業

務、医師の指示について基本的事項を説明する。 

1） 特定行為研修制度 
○特定行為 

 特定行為とは、診療の補助業務であり、看護師が手順書により行う場合には、実践的な理解

力、思考力および判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能が特に必要とされる、表１に示す

21区分 38行為を指す[1]。  

○特定行為研修 

 看護師が手順書により 21区分 38行為の特定行為を実施するために、厚生労働省は標準的な

教育プログラムを開発した。これを特定行為研修という。特定行為研修は、厚生労働大臣によっ

て指定された、一つまたは二つ以上の特定行為区分に係る特定行為研修を行う指定研修機関に

おいて共通科目および区分別科目の講義又は演習及び実習を行う。また、指定研修機関は、協

力施設と連携協力し、講義又は演習及び実習を行うことができる。 

 共通科目は、看護師が手順書により特定行為を行う場合に特に必要とされる実践的な理解力、

思考力および判断力並びに高度かつ専門的な知識及び技能であって、全ての特定行為区分に共

通するものの向上を図るための研修である、臨床病態生理学 30時間、臨床推論 45時間、フィ

ジカルアセスメント 45時間、臨床薬理学 45時間、疾病・臨床病態概論 40時間、医療安全学お

よび特定行為実践 45時間の合計 250時間で構成され、修了試験を経て区分別科目の受講とな

る。区分別科目は、特定行為区分ごとに異なるものの向上を図るための研修である[2]。 

○特定行為研修制度 

特定行為研修制度は、いわゆる「団塊の世代」全員が後期高齢者になる 2025年に向け、在宅

医療を推進することを目的とし、一定の診療の補助を手順書に基づき実施する看護師を計画的

に育成するため、2015年にスタートした[3]。 
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2015年 3月 13日に、この第 37条にその２が追加され、「特定行為を手順書により行う看護

師は、指定研修機関において、当該特定行為の特定行為区分に係る特定行為研修を受けなけれ

ばならない」[4]と規定され、特定行為を手順書により行う看護師には国が指定する研修機関にお

いて研修の受講が義務づけられ、制度化された。 

2）診療の補助と医師の指示 
診療の補助業務は看護師の独占業務であるが、この業務の実施には、医師の指示を必要とす

る。この診療の補助業務に必要な「医師の指示」の性質と特徴について整理して述べる。 

臨床において、医師の指示の使われ方は多義的である。医療チームで共有し合意することが必

要な「治療方針」という意味で使われることもある。また患者の病状の医学的判断に基づく「医学

的な許可」の意味で使用されることもある。医師以外の専門職が医師に対してコンサルテーション

やスーパーバイズを求め、医師がそれに対して回答する場合もその回答内容を医師の指示ととら

えることもある[5]。また医師以外の職種が安易に医師に指示をもとめる場合も多々ある。このよ

うに日本では「医師の指示」が医療提供の起点となっており、そのことが医師の業務を増やす要

因の一つとなっている。 

本ガイドで使用する「医師の指示」は、医行為の補助および代行という「診療の補助業務」の実

施に必要な指示に限定して使用する。 
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 診療の補助業務に必要な医師の指示には 2種類ある。具体的指示と包括的指示である。 

 具体的指示は、医行為を実施する際に伴う様々な判断(実施の適否や実施方法等)について、

看護師の裁量で行う必要がないようにできるだけ詳細な内容をもって行われる指示である。 

 この具体的指示以外の指示はすべて包括的指示となる。包括的指示とは看護師が患者の状態

に応じて柔軟に対応できるよう、医師が患者の病態の変化を予測し、その範囲内で看護師が実

施すべき行為について一括した指示を指す[6]。 

 いずれの医師の指示であっても指示が成立する前提条件が 4つある。①対応可能な患者（の

範囲）が明確であること、②対応可能な病態の変化が明確であること、③指示を受ける看護師が

理解できる指示内容であること、④対応可能な範囲を逸脱した場合、医師に連絡を取りその指示

が受けられる体制が整えられていることである[6]。特定行為の実施に必要な手順書は、特定さ

れた医行為を実施するための包括的指示であるから、上記 4つの前提条件をすべて満たすもの

である必要がある。 

 
包括的指示には、プロトコールとプロトコール以外の包括的指示がある。プロトコールには、特

定行為に係る手順書とクリニカルパス、それ以外のプロトコールが含まれ、プロトコール以外の包

括的指示には約束指示、事前指示、臨時指示などが含まれる。いずれにしても医師と看護師が協

働で作成し、組織承認を得て、公的に保管管理される必要がある。 
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下記の図は、厚生労働省医政局長通知「現行制度の下で実施可能な範囲におけるタスク・シフ

ト/シェアの推進について医政発 0930 第 16 号・令和 3 年 9 月 30 日[7]をもとに研究班が作

成した。 

 

 
 

手順書による特定行為の実施とは、包括的指示による診療の補助業務の実施である。その実

践過程は、医師が患者を特定し、手順書により特定行為実施の包括的指示を出す。修了看護師

が「患者の病状の範囲」を確認し、病状の範囲内であれば、手順書に定められた診療の補助の内

容を実施し、医師に結果を報告、病状の範囲外である場合医師に更なる指示（この場合は具体的

指示）を求めるという流れとなっている。このような手順書による特定行為は修了看護師に実施

判断がゆだねられている。一方、手順書によらず看護師が具体的指示のもと看護師が診療の補

助を行うことに制限は生じない[8] 

2. 特定行為研修修了看護師の配置・活用分類 
 厚生労働省は、特定行為研修の修了看護師について 10万人以上の養成を目指している

が、2019年以降の研修修了看護師は著しく増えてはいるものの、2022年 3月時点での修了看

護師数は 4,832人となっており、目標とする数値に及ばない状況がある。 

現在修了看護師の配置・活用が想定通りに進展していない組織においては、自組織における

修了看護師の需給見通しに基づいた計画的な育成配置戦略が未開発である可能性が高い。自

施設が地域医療構想でどのような役割や使命を有しており、どのような診療ケアが期待されてい

るのか、5年後及び 10年後の地域の医療ニーズはどのように変化しているのかを念頭に置き、

修了看護師の配置・活用のタイプを整理分類して修了看護師の活動を明確にする必要がある。 

研究班では以上の課題認識から、修了看護師の配置・活用の分類を考案した。この分類は、横

軸を配置、縦軸を活用ビジョンとして 3象限に活動を分類したものであり、本研究班での 2年間

にわたる理論的検討と全国調査、インタビュー調査を統合し洗練化された配置活用分類である。 

横軸は配置であり、部署固定配置と組織横断型配置で分類した。縦軸は、医師と離れて包括

的指示による患者マネジメントを行う活動と、医師とともに活動し手順書のほか具体的指示によ

  指示の 類
医師と看護師 協      組織     
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る医行為も実施するという活用ビジョンを示す。この 2軸によりＡ、Ｂ、Ｃの 3つの象限に分類し

た。 

このＡＢＣの 3種類の配置・活用分類を念頭に置き、地域包括ケアシステムにおける自組織の

ミッション、保有資源、地域の医療ニーズ、修了看護師（もしくは研修受講希望者）のキャリアビジ

ョンと医師の働き方を総合的に勘案し、育成配置・活用を検討することが可能になる。規模の大き

い病院では、ＡＢＣ分類をすべて採用することもあるだろう。医療資源が乏しい地域の医療施設

では、CおよびＢの配置・活用を一人の修了看護師がカバーすることもあるかもしれない。自組織

の修了看護師の配置・活用構想を管理チーム、医師、修了看護師がそれぞれ意見を出し合い決

定していく必要がある。また修了看護師の実践能力の変化、複数配置の進展によって、C分類か

ら、A分類の配置・活用に移行することもあるだろう。重要なことは組織の配置・活用の構想がそ

の組織のミッションおよび地域の医療ニーズ、患者像に適した方法であるかどうかの評価と、改善

を継続的に実施することであると考える。 

以下 A、B、Cの分類について説明する。 

 

 
 

Ａ：部署固定配置   的指示によ 患者マネジメントを

自律的に実施   

 A分類は以下のようなモデルで活動する。修了看護師は部署に固定配置され医師と離れて自

律的に活動する。包括的指示により自律的に部署の患者管理を行う。修了看護師がその部署に

看護チームの各勤務帯に 1人以上常に存在し、患者の状況を臨床判断し、必要な特定行為を実

施する。医師が手術室、外来で活動する場合でも、修了看護師は医師の治療意図を共有し自律

的に活動する。その結果医師への確認、指示受け、相談、当直コールなどの減少が見込まれる。

一方、必要人数を育成するまでに時間を要するため部署で期待される成果を上げるまでに時間

がかかることが予測される。活動例として、ER、ICU、HCUなどの部署において、薬剤調整およ
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び呼吸器関連の調整を行ったり、外科系病棟にてドレーン管理や術後疼痛管理、せん妄予防・早

期介入を行ったりすることがあげられる。  

A分類をビジョンとする場合、共通科目の受講を看護師の院内クリニカルラダーに組み込むな

どの仕組みを同時に構築することにより、看護チームの臨床判断の底上げが可能になるとともに、

特定行為研修区分別科目受講を効率よく推進できる。 

Ｂ：組織横断型配置   的指示によ 限定された患者集

団のマネジメントを自律的に実施   

 B分類は組織横断型配置により、包括的指示により限定された患者集団のマネジメントを行う

活用配置分類である。ラウンドチームなどに配属され活動日を設けるなど、これまでの認定看護

師、専門看護師の活用の方法と同様のマネジメントが援用できるため、看護管理者にとってはイ

メージしやすく活用しやすい。とくにすでに認定看護師等の資格を持ってチームに参画していた

看護師が特定行為研修を修了すると、これまで通りの活動にプラスして特定行為が可能となるた

め修了看護師の役割発揮がしやすい。創傷管理、栄養管理、化学療法管理、Rapid Response 

Teamなどで取り入れられる。 

B分類の配置・活用では、外来診療において、標準的な検査・治療のプロトコールの作成、活用

を実施すれば、修了看護師が患者の生活背景に合わせた患者教育、相談とともに診療の補助業

務をタイミングよく実施できる。その結果、医師は複雑事例に注力できるといった可能性もある。

訪問看護師が修了看護師である場合は、手順書により実践範囲を拡大できるため、患者にとって

も効果的な医療提供となる可能性がある。 

C：具体的指示により限定された医行為を患者に適時適切

に実施  ことにより適切なタイミング の医療提供に貢

献   

 C分類では、修了看護師は手順書に基づいた特定行為の実施を行うほか、医師とともに活動

し、具体的指示により限定された医行為を患者に適時適切に実施する。部署固定配置の場合も

組織横断型配置の場合もある。C分類部署固定配置・活用の例として、手術室で麻酔管理補助

を行うなどがある。また C分類組織横断型配置・活用の例として、周術期領域（外来、病棟、手術

室、ICU、病棟）を担当患者の状態に合わせて横断的に活動したり、医師とともに病院からアウト

リーチして在宅療養支援を行うことが想定される。麻酔科やルーラルエリアでは、修了看護師が

医師の代わりに医行為を代行することが可能であるため、医師のタスク・シフト/シェアに貢献す

ると考えられる。一方、医師と修了看護師の協働的パートナーシップ及び信頼関係がない場合は

実用化が難しい。 

 以下に研究分担者が所属する組織について、この配置活用分類を使ったマッピングの例を示

す。 
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 また上記のマッピングにおいて、医師の指示は以下の図のように整理される。

 

3. 特定行為研修修了看護師配置・活用のプロセス 
 修了看護師が組織から期待される役割を受け入れ発揮し、患者家族により良い診療ケアを提

供することで医療の質を向上させるためには、組織が修了看護師の活躍を支援する組織として発

展していく必要がある。 図に修了看護師の組織的配置・活用の発展過程を示した。 
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 発展過程は、大きく構想、育成、配置・活用、普及の５段階から構成され、修了看護師導入前に、

構想、育成、配置が含まれる。また修了看護師導入後に活用、普及が含まれ、この５段階すべてを

通じ、組織内外に周知を行う。 

 第一の障壁とは、修了看護師の導入の困難を指す。一人目の修了看護師を育成配置する際の

困難、一人目の修了看護師とともに働く同僚が感じる困難、また修了看護師が一人目の患者に

特定行為を実施する際の困難など多様な障壁がある。第一の障壁の要因として、修了看護師の

組織としての導入目的の不明確さ、育成、配置・活用ビジョンの不明確さがあげられるだろう。組

織としての構想が医師、看護師に十分伝わらない場合、医師の協力が得られない、特定行為研

修の希望者がいない、特定行為をまったく実施できないなどの状態が引き起こされる。第一の障

壁とは組織開発の困難さであるといえる。 

 第二の障壁とは、修了看護師の複数配置が困難な状態を指す。修了看護師が組織内で十分活

用されていないため、修了看護師の増員が難しい状態である。第二の障壁の要因として、修了看

護師の活動を管理する体制が作られていない、医師が修了看護師の実践能力を評価する機会

がなく信頼関係を作ることができない、修了看護師が自ら役割開発する環境にない、などがあげ

られる。医師においては、育成の過程から多大な協力を必要とするもののそれに見合った効果が

感じられない、管理者においては、教育コストをかけた割に思うような効果が得られない、修了看

護師は役割発揮ができず職務満足が低下する、などネガティブな状態が引き起こされる。第二の

障壁とは役割開発、組織からの役割承認及び、専門職連携の困難さであるといえる。 

第一の障壁、第二の障壁に共通するのは、周知・説明不足と合意形成における困難である。常

に自施設の特定行為研修および修了看護師の活動の公開、説明を行っていくことで発展過程の

進展が促進される。 
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第２章 第一の障壁を乗り超え ために 

1. 修了看護師の複数配置・活用を構想   

 

1）構想を  ための前提 
 育成配置・活用の全体像を構想する前提は、管理チームの特定行為研修制度の理解である。加

えて、地域の医療資源および患者ニーズの把握が必要となる。また特定行為研修受講希望者の

キャリアビジョンと医師の働き方改革のビジョンをすり合わせ、組織としての構想にするための合

意形成が必要となる。 

2）管理チーム 
 管理チームは、病院長、看護部長、事務長といった組織管理者と、導入を想定する部署の看護

管理者、教育担当看護管理者といった部署管理者から構成する。組織に修了看護師を導入する

際に、組織管理者は、その導入目的を明確にする。次に、自組織の患者ニーズおよび地域医療資

源などを分析し、自組織の使命の達成の視点から、配置・活用分類 A、B、Cどの配置・活用ビジ

ョンを選択するのか検討し、さらに、育成ビジョンを策定し、組織の中長期計画として立案する。 

導入を想定する部署の管理者は、部署での診療ケアニーズ、医師、看護師からの役割期待を

情報収集し、配置ビジョン策定の際に管理チーム内に提示したうえで、部署の状況を勘案し合意

する。配置ビジョンが決まったら、導入想定部署の看護管理者、教育担当看護管理者が活動モデ

ルを提示し、修了看護師に期待する役割を受講希望者に説明する。 
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○コラム 修了看護師への役割期待 

修了看護師に期待する役割について、本研究班で実施したインタビュー結果をもとに整理

したものが表１である。組織の配置・活用ビジョンにより修了看護師への役割期待は多様にな

る。よって、自組織の実情に応じた妥当な修了看護師役割を管理チームが合意することが重

要になる。また、管理チームと医師の役割期待の齟齬は、受講者および修了看護師にとって

混乱をもたらす可能性がある。また受講希望者自身が有する役割期待および受講の目的そ

して修了看護師自身のキャリアビジョンと一致できるように、受講者/修了者とともに修了看

護師の役割を作成する。 

  

表１ 修了看護師 期待す 役割 

職種 役割期待 

 師 

 師業務 代  

有  看護師 活動 よ  師 負担軽減 

 師不在   イム   患者対応 

 師 協 す 診療ケ  

専門職連携 強化 

部署 診療ケ  向上 

看護師 し   践 力向上 

看護師 自律した患者マネジメン  

看護部 質 向上 

次 修了看護師 役割モデ  

看護管理者 

 師業務 代  

 師不在   イム   患者対応 

看護師 し  活動 

看護師 し   践 力向上 

看護師 自律した患者マネジメン  

看護部 質 向上 

 

組織から役割を規定されることにより、修了看護師の職務規定として示すことができ、この

職務に対しての処遇、報酬を決定することができる。また修了看護師はこれまで「看護師」と

しての実践行動から「修了看護師」の実践行動への変容を行う際に、組織や同僚からの役割

期待を意味付け自己を組織化することが求められる。 
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3）医師及び受講希望看護師 
 修了看護師とともに働く医師、特定行為研修の受講希望者は、自身の意見を明確にして組織の

構想とすり合わせる。受講希望者は特定研修制度への関心興味があり、かつ自部署の患者ニー

ズをある程度把握していること、組織が策定した活用、育成、配置それぞれのビジョンに合意し、

自身の組織での活動ビジョンを明確にすること、組織からの役割期待を理解することなどが求め

られる。医師についても、組織の構想を理解、合意し、医師としての修了看護師への役割期待を

説明する。 

 

 

2. 特定行為研修修了看護師を育    

 
 指定研修機関になるかならないかによらず、受講者が研修を受け、その後一人前となるまで、組

織的な修了看護師の育成が必要となる。 

○コラム 指定研修機関としての申請を検討する 

 研究班の調査から、組織に複数配置を実現している施設の特徴として、「指定研修機関に

なっている」ことが示された。効率的に複数配置を実現する必要がある場合には、指定研修

機関への申請の可能性を検討することも有効である。研修の大部分を施設内で受けること

ができれば、研修受講のためのシフト調整や受講費用の助成などが不要になり、効果的な研

修受講が可能になる。また、研修修了後の自施設における安定した活用・定着も見込まれる。

厚生労働省の以下の URLにパンフレット「これから指定研修機関になろうと考えている皆

様、すでに指定を受けている研修機関の皆様へ～各種申請手続きや補助金について」が掲

載されており、参考になる。 

 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000111457_00006.html 
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1）管理チーム 
 育成に関しては管理チームの中でも部署管理者および教育担当管理者が中心となって、学習に

必要な PC、インターネット環境の拡充、受講者への経済的サポートなどの学習環境を整備する。

また E ラーニングのための研修日の確保、勤務シフト上の配慮など学習継続のための勤務体制

をルール化する。医師の協力体制、部署管理者、指導医師の役割の明確化は組織管理者が行

う。 

部署管理者は、組織からの役割期待の説明、メンタルサポート、他のスタッフとの公平性の確

保などがあり、これらは受講者の学習意欲の維持向上につながる。また受講者が研修修了後の

活動ビジョンを明確にすることを支援する。 

受講者の学習継続が可能な勤務体制づくりも可能であれば行う。例として、勤務時間内の学

習時間の確保、実習を研修として扱う/勤務中に区分別研修の実習を行う、夜勤の回数を増やす

/減らす、受講中は委員会活動から外すなど、組織と部署の状況により配慮の方法はさまざまで

あり、部署管理者が組織の方針と受講者の状況を勘案し決定していくことが現実的である。 

2）医師 
育成に携わる医師は、学修者の受講動機、学習スタイル、準備性、看護師としての専門性やキ

ャリアなど受講者の理解を行う。実習中にとどまらず、研修を修了した後も、日常の診療のなかで

修了看護師への学習機会の提供を行う。たとえば診療科カンファレンスへの参加、勉強会、症例

検討会の参加、診療参加などを修了看護師へ情報提供を行う。指導を担当する医師の負担を考

えた平等な役割分担を検討し指導医師を確保し、指導体制を確立する。特定行為の実習および

研修修了直後から自律的に活動を行えるようになるまでは、典型症例から実習症例を選択する、

事前学習状況を確認する、特定行為実施条件と安全性のバランスを受講生に説明するなど医療

安全に配慮した指導を行う。 

研修後の職場環境に見合った症例選択、臨床推論の妥当性の評価と適切なフィードバックなど

自律を目指した指導を行う。修了した後の活動ビジョンについて話し合う、役割期待を伝えるな

ど、受講者の学習継続への支援は重要である。また継続的なスキルアップ支援を行う。すでに組

織に修了看護師がいれば、修了看護師と指導医師が協働的に指導を行うことが効果的である。 

3）受講者 
 受講生は、受講前に、特定行為研修に関する情報収集を行い、受講後の組織内活動ビジョンを

描きつつ、自ら学習環境を整備し、支援を獲得する。 

 受講中は研修での学びと振り返りをポートフォリオ等に記録し、これをもって組織内活動ビジョ

ンをさらに検討しつつ、組織からの役割期待と統合して、修了看護師としての役割を明確にして

いく。受講生同士での情報交換、先輩との対話、医師、部署管理者との対話の機会を確保する。 
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3. 特定行為研修修了看護師を配置   

 

1）管理チーム 
 管理チームは活用配置ビジョンに基づき、配置想定部署に修了看護師を配置する目的の明確

化を行う。また配置管理の仕組みを構築する。すなわち修了看護師の配置の責任者の決定、配

置ビジョンに基づいた配置計画を組織で合意するための交渉および調整、必要であれば配置決

定に関する組織的な会議体の設置などを行う。配置の優先順位ルールを決定する。たとえば、受

講前と同じ病棟に配置、診療科の医師人数が少ない病棟に配置などがルールの例である。ここま

でが組織管理者の担当である。修了看護師の配置希望と部署の希望の調整は部署管理者が行

うか教育担当管理者が行う。 

2）医師 
 医師は、組織的に決定した配置優先順位ルールに則り、医師間の周知・調整を行う。また修了看

護師が配置されたあと、自立した特定行為実践が行えるようになるまでのフォローアップ体制をと

る。フォローアップ期間の決定は、特定行為の想定頻度、難易度、受講者の実践能力と部署の環

境、医師業務との調整を勘案しつつ現実的に決定する。 

3）受講者/修了看護師 
 受講者は組織の配置ビジョンと部署の配置見通し、自身の部署配置目的と役割期待の説明を

受け理解して配置される。この際に配置希望を管理チームに表明する。 
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第３章 第二の障壁を乗り超え ために 

1. 特定行為研修修了看護師を活用   

 

1）管理チーム 
 組織管理者は、修了看護師の管理体制を構築する。策定した育成、配置・活用ビジョンに基づ

いて需給見通しを立て、報酬体系、勤務体制ルール作り、キャリアラダー作成を行う。また修了看

護師が複数配置されることを見越して修了看護師連絡会議などの会議体をつくり、修了看護師

間の課題共有、活動ビジョンと計画共有などの機会を確保する。 

部署管理者および教育担当管理者は、修了看護師の活動に必要な手順書の実装を行う。手順

書の発行方法を同僚の医師に周知し、取り出しやすいように部署電子カルテに組み込むなどを行

う。同時に修了看護師の出勤管理、特定行為実施状況の報告受けることや、記録などの業務管

理を行う。また修了看護師のキャリア支援、修了看護師の実践の部署での効果評価の指標検討

なども併せて行う。 

 

○コラム 修了看護師の勤務体制ルールづくり 

A分類の配置・活用ビジョンの場合、配置部署において各勤務帯に修了看護師が一人以上

勤務している状態にするまで育成に時間がかかる。十分な人数を確保するまでは活動日を

設けるなどの対応も必要となる。 

B分類では修了看護師は基本的に日勤で活動することが多いと考えられるが、診療チーム

の活動スケジュールと修了看護師の勤務を合わせるなどの調整が必要となる。 

C分類では、一緒に活動する医師との業務の調整が必要となる。 

 部署のシフトを組む際に部署内の看護師および医師の実践能力を勘案し、日々の診療ケ

アの質が均てん化されるようにシフトを組むなどのルール作りを行う、などは管理者の仕事

である。 
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2）医師 
修了看護師と一緒に働く医師は、まず、修了看護師の人物像、これまでのキャリアなどを理解し

たうえで、かつ看護実践が何に価値を置きどのような視点で患者に関わるのかを理解する。これ

は専門職連携実践の基本である。他職種の役割機能の理解のためには、その職種の教育背景と

仕組み、特有の倫理、法的な規制などを理解するとともに、職業人としての個人の理解の両方が

必要である。修了看護師のこれまでの経験、価値観と信念、これからの職業的な志望などを理解

することで同僚として働きやすくなる[9]。また医師として指示を出すために、修了看護師の実践

能力の評価は必須である。同僚としての理解のもと信頼関係を構築する。 

医師と修了看護師の実践上の責任を明確にして合意し、手順書発行のルール化を行う。また

特定行為実践のOJTの修了看護師が自立した特定行為実践を行えることを医師と修了看護師

の双方が認めるまで継続実施する。医師と修了看護師の連携と協働を促進するために、医師の

業務予定を修了看護師と共有し、修了看護師との役割分担を調整する、修了看護師の業務が患

者にとって効果的に展開できるよう患者管理の方向性を共有する、診断および治療目的や治療

計画を共有する、など連携をはかる。同僚としての連携が強化されたら、次に修了看護師の役割

拡大を支援し、これらの活動の評価を行う。 

3）修了看護師 
修了看護師は、自発的に役割開発、役割の明確化、役割拡大を行う。そのために現在の活動

範囲を明確にして、患者家族、同僚および上司に説明できるようにする。修了看護師は、中心的

役割である、対象となる患者の把握、特定行為実践のための業務調整、特定行為を含む診療の

補助業務の実施の可否判断、患者家族への説明、手順書に沿った実践と記録という特定行為を

含んだ実践を行う。 

これに加えて、患者の病状を把握し医師に対して治療や処置の提案を行う、看護師に対して病

状および治療意図の説明、看護師からのコンサルテーションを受ける、看護師への教育企画を主

催・協力するなど、直接的実践を適切に行うために必要な実践を行う。これらは部署の患者管理

の質の向上のためである。看護チームと連携協働しチームの看護師に修了看護師の判断を伝え

ながら一緒に看護実践を行うことで看護師全体のレベルアップを見込める。また多職種カンファレ

ンスで患者の診療ケア計画立案に貢献する、コンサルテーションを受けるなどを行うことは、患者

管理の質の向上に貢献するほか、他職種が修了看護師の役割を理解することにつながる。  
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4）修了看護師の活動例と 識されてい 効果 
 この表は、本研究班がおこなったインタビュー調査から、医師、管理者、修了看護師が認識して

いる導入普及の効果をリスト化し整理したものである。修了看護師の導入普及の効果の評価指

標を設定する際に参考となる。 

 

  

○コラム 修了看護師のキャリア開発 

 一例を挙げると、大学卒業後８年目で特定行為研修を 10区分修了し、A分類の部署固定

配置になった修了看護師は研修修了後看護師キャリア 10年程度、30代前半となる。その後

定年まで働き続けることを想定すると、その後のキャリアは 30年程度となる。修了看護師は

自分でキャリアを作っていくという構えが求められ、それを検討するための材料が必要であ

る。看護管理者となっていくのか、大学院に進学するのか、教育担当者となるのか、部署でジ

ェネラリストとして信頼される存在になるのか、キャリアの転換を図るのかなど、いろいろな可

能性を検討できる環境づくりをしてほしい。看護師という仕事を継続していくことが修了看

護師の楽しみや喜びになる環境づくりに期待したい。 

 参考として日本における認証教育制度から見た様々な看護師の表を以下に示す。このほ

かに日本看護協会が認定する認定看護管理者が 2019年時点で 4157名となっている。 

特定行為研修
修了者

認定看護師 専門看護師 診療看護師（NP） JANPU-NP 周麻酔期看護師 参考）米国NP

法律上の業

•療養上の世話又は
診療の補助を行う。

•特定行為を手順書
により行う。

•療養上の世話又は
診療の補助を行う。

•（特定行為を手順
書により行う。）

•療養上の世話又は
診療の補助を行う。

•療養上の世話又は
診療の補助を行う。

•特定行為を手順書
により行う。

•療養上の世話又は
診療の補助を行う。

•（特定行為を手順
書により行う。）

•療養上の世話又は
診療の補助を行う。

•（特定行為を手順
書により行う。）

（医師の
supervision監督の
下，）医療行為をお
こなう。

教育課程
指定研修機関
（272機関）

認定看護師教育機関

（A課程32機関）
（B課程10機関）

大学院修士課程
（108大学）

大学院修士課程
（11大学）

大学院修士課程
（4大学）

大学院修士課程
（5大学）

大学院修士課程

特定行為研修 含む B課程は含む 含まない 含む 一部含む 含む（2021年～） ー

認証機関
厚生労働大臣に指
定された各研修機関

日本看護協会・日本
精神科看護協会

日本看護協会
日本NP教育大学院

協議会
日本看護系大学協

議会
各大学 州

更新制 ー 5年ごと 5年ごと 5年ごと 5年ごと ー 5年ごと

領域 21区分38行為 21分野→19分野 13分野 ー ー ー 13分野

養成開始年 2015年 1995年 1994年 2011年 2019年 2010年 1965年

人数
4,393人

(2021年9月)
22,577人＋1,496人

(2021年12月)
2,901人

(2021年12月)
670人

（2022年3月）
不明

17人
(2018年７月現在)

355,000人以上
（2020年現在）

日本における認証教育制度から見たさまざまな看護師

「千葉大学大学院看護学研究科先端実践看護学 酒井子教授作成 日本看護系学会協議会意見交換会資料より引用」・一部改変
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表２ 修了看護師 複数配置 活用  っ   組織  

管理者、 師、修了看護師 認識す 活用効果 

 テゴ   効果  師 
修了 
看護師 

管理者 

患者へ 効果 

予期せぬ急変 減少 ○ ○  

患者 潜在的 治療  ズへ 対応 ○ ○  

自宅へ 退院率向上 ○   

患者 入院期間短縮 ○ ○  

診断エラ  防止 ○ ○  

患者 満足 向上 ○   

患者 回復促   ○ ○ 

職員へ 効果 

 師 超過勤務 減少 ○  ○ 

看護師 超過勤務 減少 ○ ○  

看護師 業務負担軽減  ○  

 師へ 報告確認 減少   ○ 

治療提案 より 師 負担軽減 ○   

     関す  師 理解 ○   

 師 看護師  践 理解 ○   

修了看護師へ  師 信頼 ○   

修了看護師へ 病棟 信頼   ○ 

 師不在 よ 看護師   レ 軽減 ○   

看護師 レベ  ッ   ○ ○ 

看護師  導体  強化   ○ 

経営へ 効果 

入職希望者 増加   ○ 

若 看護師 キャ  モデ  ○   

不必要 処置 軽減 ○   

部署 診療ケ  質向上 ○  ○ 

 療チ ム 質向上 ○  ○ 

患者管理 質向上 ○  ○ 

 療提供 

  セ  

患者 ペ   合わせた診療提供 ○ ○  

継続的 観察 よ  イム   介入 ○ ○  

根拠 基づ た診療ケ  改善 ○ ○  

 師 看護師 協 強化 ○ ○ ○ 

 師 情報収集 効率化 ○ ○  
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 療提供 

  セ  

 続き  

診断ま   間短縮 ○   

 師 看護師  情報交換 質向上 ○ ○  

 師業務へ オ バ ラッ  ○ ○  

機関間連携 強化 ○   

部署間連携 強化  ○ ○ 

 師 業務 専念 ○ ○  

複数配置 よ 

効果 

修了看護師同士 討議  き  ○ ○  

常 修了看護師   こ  よ 職員 

安心 
○  ○ 

複数配置 よ 組織全体へ 対応 ○  ○ 

複数配置 よ   数増加   ○ 

複数配置 よ 修了看護師 負担軽減 ○ ○  

凡例：○は認識しているという語りがあったことを示す 

 

下記の図は、研究分担者が所属する組織の一般病院において、B分類の配置・活用として、修

了看護師が Respiration Support Team(RST)に配属され、活動を開始する前後の業務のフロー

の違いを比較した図である。修了看護師導入後では、医師が人工呼吸器設定変更をカンファレン

スでディスカッションするという工程が修了看護師による全体的なアセスメントによる必要な介入

となり、患者に対してタイムリーで全体的な介入が可能となっているとともに、医師の業務の効率

化が図られることがわかる。 
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2. 修了看護師の活動を普及   
修了看護師が複数配置され組織的に活用される、すなわち修了看護師の活動が普及するに従

い、修了看護師の活動範囲が拡大する。 

 

1）管理チーム 
 管理チームとして普及のための修了看護師の配置と活用に関するマネジメントが必要となる。具

体的には修了看護師連絡会のほかに、修了看護師の配置と活用を再検討する管理委員会、育成

計画を実行するための特定行為研修管理委員会などの会議体の設置などがあげられる。また修

了看護師の電子カルテ上の権限の拡大、業務内容の見直しなどの修了看護師の活動環境整備

と、報告連絡方法の標準化などを含む修了看護師の業務管理、手順書検討委員会などの会議体

による組織内手順書の内容と発行方法の改善といった特定行為実践のマネジメントを行う。これ

らにより複数修了看護師の配置・活用の効果を評価し、配置・活用ビジョンの再定義を行う。 ま

た継続的に修了看護師のキャリア発展への支援を行うため組織内で修了看護師のキャリアパス

の作成を行う。 

2）医師 
 医師は修了看護師と一緒に活動しつつ実践能力を評価し修了看護師の能力向上に合わせた手

順書の適応範囲の再検討を行う。また典型症例に関しての患者管理を修了看護師に委譲するな

ど実践裁量を委譲し、手順書の改定を行う。この結果さらに協働的なケアの実施が可能となる。

そして医師のタスク・シフト/シェアの評価を行う。同僚として修了看護師に更なる役割期待を伝

え、あらたなキャリアを開発することを支援する。 

3）修了看護師 
 修了看護師は自らの実践能力の自己評価をもとに活動範囲を拡大する。それとともに修了看

護師の役割拡大を行い、医師との連携を強化する。また修了看護師が複数配置されることによ

り、修了看護師同士の情報共有と業務調整といった修了看護師間の連携強化、修了看護師によ

る特定行為研修受講者への教育・指導、受講希望者へのコンサルテーションなどが可能となる。
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修了看護師が管理的立場に異動することにより、修了看護師のマネジメントを修了看護師が行う

ことも可能となる。 

 また普及にあたっては、同僚専門職との連携協働が円滑にいくような専門職連携マネジメントも

実施する。具体的には、認定看護師、専門看護師などとの連携、医師と看護師の意見調整、他の

専門職へのコンサルテーション、スーパーバイズなどがある。 

 

3. 特定行為研修修了看護師の活用を周知   

 
修了看護師の組織的な配置・活用を推進する際に、組織としての構想を職員に周知し合意形

成を行うとともに、活用・普及にあたっては患者家族への周知と説明が不可欠である。 

1）管理チーム 
 管理チームは、病院の意思決定会議体（執行部会議など）での説明、職員への説明を構想段階

から行う。また看護管理者会議、医師の会議などで修了看護師の育成、配置・活用、普及につい

て定期的に説明する機会を確保する。あわせて修了看護師の活動発表の機会を確保し、周知媒

体の作成を行う。 

2）医師および修了看護師 
 医師は組織内の医師への説明を行う。医師から医師に説明する際には、医師として修了看護師

とどのように協働するのか、修了看護師の活動と実践能力などを具体的に説明する。学会発表や

講演の機会を作る。 

修了看護師は患者家族への対応の際に、修了看護師であること、活動内容、診療の補助として

実施する内容を必要に応じて説明する。また執行部、同僚への活動説明の機会を確保する。活動

説明の機会としては、症例カンファレンス、事例検討会、勉強会などのほかに、個別の説明を行

う。 
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第４章 付録 Tool Kits 

1. 第一の障壁を乗り超え ためのアクションリスト 
第一の障壁を乗り超えるための管理チームのアクションリスト 

＜構想＞ 

 管理チームが特定行為研修制度を理解する 

 修了看護師を導入する組織の目的を文書化する 

 修了看護師の活用ビジョンを策定する 

 策定した修了看護師の活用ビジョンを合意する 

 修了看護師配置ビジョンを策定する 

 特定行為研修受講者の選定基準を明確にする 

 管理者から修了看護師に組織が期待する役割を説明する 

 具体的な役割モデルを提示する 

 自施設・自部署での患者のニーズと必要な特定行為を把握する 

 修了看護師の実践範囲を明確にし、組織的として合意する 

 修了看護師の活動のために組織的に準備する 

 指定研修機関になるか外部研修に派遣するかを組織的に決定する 

＜育成＞ 

 学習に必要な PCの手配、部屋の確保など受講者の学習環境を整備する 

 受講者への経済的サポートを行うかどうかを組織的に決定する 

 受講中の受講者の勤務条件を明確にする 

 E-learningのための研修日を確保するかどうかを組織的に決定する 

 E-learningのための研修日を確保する場合、時間数を決定する 

 演習および実習のための研修日を確保する 

 学修継続が可能な勤務体制をつくる 

 受講者がいる部署の看護管理者の役割を明確にする 

 受講者を指導する医師の役割を明確にする 

 育成に関して医師の協力体制をつくる 

 受講者の学習意欲が維持するように支援する 

 受講者が活動ビジョンを明確にできるように支援する 

＜配置＞ 

 管理チーム内で配置の目的を明確にする 

 修了看護師配置決定の責任者を明確にする 

 修了看護師配置の優先順位に関するルールを決め組織的に合意する 

 修了看護師の希望と組織的優先順位をすり合わせる 

 

  



23 

第一の障壁を乗り越えるための医師のアクションリスト 

＜構想＞ 

 医師管理者が制度を理解する 

 指導医師が指導者講習会に参加し制度を理解する 

 医師が制度を理解できる機会を組織として作る 

 組織的に修了看護師を導入することを受け入れる 

 修了看護師の導入の目的を明確にする 

 医師として修了看護師への役割期待を明確にし、組織、修了看護師と合意する 

 組織の修了看護師活用ビジョンを合意する 

 特定行為の実施条件を合意する 

 修了看護師の実践範囲を明確にして手順書に反映させる 

 実践範囲を修了看護師と合意し協働して手順書を作成する 

 修了看護師と合意した実践範囲が組織的に承認されるようにする 

 指定研修機関となるかを検討し決定する 

 組織の育成ビジョン形成に協力し合意する 

 受講者選定基準を明確にして組織的に合意する 

 組織的な配置ビジョンの形成に協力し合意する 

＜育成＞ 

 受講者の準備性を理解する 

 受講者の受講動機、背景を理解し配慮する 

 受講者に学習機会を提供する 

 医師の負担に配慮した役割分担を行い、指導医を確保する 

 修了看護師（もしくは相当の看護師）と医師が協働で指導する 

 医療安全に配慮した指導を行う 

 受講者の学修継続に配慮した支援を行う 

 研修後の受講者の活動を見越した指導を行う 

＜配置＞ 

 修了看護師の配属先の情報収集を行う 

 配置決定ルールを診療科間で合意する 

 配置後の医師によるフォローアップ体制を作る 

 自律した実践の判断基準を作り組織として合意する 
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第一の障壁を乗り超えるための修了看護師のアクションリスト 

＜構想＞ 

 役割モデルを得て受講動機を自覚する 

 組織内での修了看護師としての活動ビジョンを明確にする 

 組織の活用ビジョンを合意する 

 受講目的を明確にする 

 組織の育成ビジョンと受講目的を一致させる 

 組織の受講者選定基準を理解し合意する 

 組織の配置ビジョンを理解し合意する 

＜育成＞ 

 特定行為研修受講に関する情報収集を行う 

 自施設からの支援を獲得する 

 組織内での修了看護師としての活動ビジョンを明確にする 

 学修継続のために同僚や先輩から情報収集する 

 E-learningの受講環境を整備する 

 研修受講料の支援を獲得する 

 特定行為研修での学びを振り返り蓄積する 

＜配置＞ 

 組織の配置ビジョンを理解し自部署の配置の見通しを付ける 

 組織の修了看護師配置の目的を理解し合意する 

 部署からの役割期待を理解する 

 配置希望を表明する 

 部署での修了看護師としての活動ビジョンを明確にする 

 

 

  



25 

2. 第二の障壁を乗り超え ためのアクションリスト 
第二の障壁を乗り超えるための管理チームのアクションリスト 

＜活用＞ 

 修了看護師間で活動計画および課題を共有できる会議体を設置する 

 修了看護師がいろいろな看護師とペアになって活動できるように勤務体制を作る 

 修了看護師と受講候補生をペアにして活動できるように業務を調整する 

 勤務管理責任の部署を決定する 

 手順書を取り出しやすいように工夫する 

 手順書の発行方法を医師に周知する 

 修了看護師のこれからのキャリア発展を支援する 

 修了看護師の役割を明確にし、文書化する 

＜普及＞ 

 修了看護師が複数配置されたときの師長の役割を明確にする 

 修了看護師の活動環境を整備する 

 修了看護師の活動に関する記録報告体制を整備する 

 修了看護師の活動ビジョンを共有する機会を作る 

 修了看護師の管理を行う会議体を設置し運営する 

 配置部署を再検討し必要に応じて異動を検討する 

 定期的に手順書の修正するための会議体を設置し運営する 

 特定行為実施システムを組織的に確立する 

 特定行為実践の実績を記録集積し分析する 

 特定行為に関する情報共有の会議体を設置し運営する 

 組織としての活用ビジョンを更新する 

 修了看護師の実践範囲と権限の拡大を組織として承認する 

＜周知＞ 

 修了看護師の業務内容を患者家族に説明する 

 執行部会議で修了看護師の活動が経営に貢献していることを説明する 

 修了看護師自身が執行部会議で説明する機会を作る 

 病院全体に修了看護師の活動内容を周知する 

 看護管理者会議で修了看護師の活動内容を説明する 

 師長から医師に手順書の発行の仕方を説明する 

 師長から医師に、修了看護師の医師にとってのメリットを説明する 

 師長から医師に特定行為の制度と種類を説明する 

 師長から医師に修了看護師の活動を説明する 

 管理者から職員に修了看護師の働き方を説明する 

 修了看護師の活動発表の機会を作る 

 修了看護師の活動説明媒体を作り配布する 

 修了看護師の識別のための用具を作る 
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第二の障壁を乗り超えるための医師のアクションリスト 

＜活用＞ 

 医師として看護実践を理解する 

 修了看護師の背景理解に基づいた支援を行う 

 修了看護師の特定行為を含む実践能力を評価する 

 修了看護師との信頼関係を構築する 

 特定行為実施に関する医師の責任を明確にする 

 特定行為実施に関する修了看護師の責任を明確にする 

 修了看護師に医師として期待する役割を明確にし、医師間、修了看護師間で合意する 

 修了看護師の業務時間に配慮し業務予定を共有する 

 手順書発行のルールをつくり組織的に合意を得る 

 医師の具体的指示のルールを作り組織的に合意を得る 

 医師の包括的指示のルールをつくり組織的に合意を得る 

 修了看護師への継続的な指導機会を確保する 

 特定行為実践に関するOJTの機会を確保する 

 修了看護師と医師の連携を強化する 

 修了看護師の役割拡大を支援する 

＜普及＞ 

 修了看護師の実践能力を継続的に評価する 

 修了看護師の実施範囲を再検討し拡大する 

 修了看護師の役割を拡大し権限を委譲する 

 手順書ルールを改定し簡略化する 

 修了看護師と共同して手順書を改定する 

 配置ビジョンを再検討し組織的に合意する 

 修了看護師のキャリアを医師として支援する 

 修了看護師のモチベーション維持を医師として支援する 

＜周知＞ 

 医師から患者家族に修了看護師の役割を説明する 

 医師から医師に修了看護師の役割および実践能力について説明する 

 研修指導経験者を増やすことで制度の周知を図る 

 修了看護師と協働実践する医師を増やすことにより修了看護師の役割を周知する 

 医師への活動評価アンケートを行うことで周知する 

 学会で修了看護師の活動実践、効果を発表する 
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第二の障壁を乗り超えるための修了看護師としてのアクションリスト 

＜活用＞ 

 特定行為実践の対象となる患者を把握する 

 患者家族への病状説明ルールを作成する 

 特定行為実践のための業務調整を行う 

 特定行為実施の可否を判断する 

 包括的指示実施の可否を判断する 

 診断指示エラーを防止する 

 具体的指示による診療の補助を行う 

 手順書に沿った特定行為を実践する 

 特定行為の実施を記録する 

 包括的指示による実践を行う 

 医師に検査、診断、治療に関する提案を行う 

 研修医への指導を行う 

 特定行為実施に関する医師からのサポートを獲得する 

 医師間のコーディネーションを行う 

 医師からのコンサルテーションを受ける 

 看護師に治療根拠と意図を説明する 

 看護師に病状説明を行う 

 看護師からのコンサルテーションを受ける 

 看護師に診療の補助のOJTを行う 

 看護師への教育企画を開催し運営する 

 研修生への教育に参画する 

 看護師と協働する 

 修了看護師間の連携を強化する 

 多職種連携を展開する 

 医師業務を代行する 

 活動環境を改善する 

 修了看護師としての役割を明確にする 

 修了看護師としての活動範囲を明確にし、説明する 

 修了看護師としての成長を自己評価する 
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第二の障壁を乗り超えるための修了看護師としてのアクションリスト（普及） 

＜普及＞ 

 修了看護師として活動範囲を拡大する 

 修了看護師の役割を拡大する 

 修了看護師としての活動ビジョンを更新する 

 手順書を医師と共同して改定する 

 修了看護師同士の情報交換を行う機会を作る 

 修了看護師と医師の連携を強化する 

 修了看護師による修了看護師への教育を行う 

 修了看護師による修了看護師マネジメントを行う 

 医師と看護師の連携を支援する 

 多職種連携に貢献する 

 他の職種への教育・指導を行う 

 医師と看護師の信頼関係を強化する 

 複数の修了看護師の活動ビジョンを作成する 

 修了看護師間の連携を強化する 

 他のスペシャリスト看護師と連携を推進する 

＜周知＞ 

 修了看護師から患者家族に役割機能を説明する 

 修了看護師から医師に活動を説明する 

 修了看護師本人から部署看護師に説明する 

 新入職員に活動を周知する 

 修了看護師活動発表の場を確保する 
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3. 周知のためのテンプレート 
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